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日本からの売れ筋商品  

アマゾン・ドイツ（AMAZON.DE）に出店する在日の日本企業A社では、売れ筋商品に関し、玩

具、生理用品、文房具、美容関係雑貨などで約120商品を出品しているが、中でもボールペン関

連はよく売れている。  

越境ECの課題  

アマゾン使用の際の課題は“物流”面と、“関税・通関”面である。物流面では、価格競争が激しい

ことからコスト削減のため、追跡番号無しで荷物をドイツへ送付（価格が上がり過ぎてしまうた

め、追跡番号有りでの郵送はできない）。「荷物が届かない」と、クレームが入ってもどこにあるか

答えることができず、そのため都度返金している（日本国内の同業他社も追跡番号無しで郵

送）。一方、関税・通関面では、関税では独占販売権を持っている商品は扱っていないため、ドイ

ツ側でどの商品にいくらの関税が掛かるか把握しきれていないのが現状。特に新規出品時、ドイ

ツの顧客のもとに商品が届いた際、関税が請求されて初めて発覚するケースが多々ある。赤字

になることもあるが、細かく調査している時間がもったいないので必要経費として割り切ってい

る。また、顧客側にて関税が発生した際は、都度顧客に返金している。以前は関税が発生するか

もしれない旨をアマゾンのアイテム欄に記載することができたが、今は規約変更がありできなく

なった。通関を通過できないケースは少ないが、まれに、日本にそのまま返送されてくることがあ

る。  

ドイツ国内でA社がVAT番号を取得していないため、アマゾン・ドイツの国内倉庫を利用できない。

そのため、注文が入る都度、日本からドイツの顧客宛てに郵送しているので、余計な人件費が掛

かっている。  
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お問合せは 

海外調査部 海外調査計画課 出版班まで 

Tel: 03-3582-3518 

E-mail: SENSOR@jetro.go.jp 


